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【フォトスポット】

　旧古河庭園及び大谷美術館内にフォトスポットを

設置します。ご来場の際は、本状に同封のチケット

をご持参ください。
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会場に入場できるのは、

「二十歳（はたち）のつどい」の対象者のみです。

※　保護者及び知人、友人等の入場はできません。

　　ただし、介助が必要な方は、介助者の方も

　　一緒にご入場いただけます。 記

【あの子と会える談話室】

　式典後、旧友との懇親の場として「あの子と会え

る談話室」を、北とぴあ内に開設します。

～お知らせ～

〈北区HP〉

「フォトスポット」＆「あの子と会える談話室」の

 詳細は右記コードから北区HPへ

北区青少年委員会共催事業


